
高山市市民活動団体への登録方法 

市民活動団体の組織化の促進、団体間の連携を目的として市民活動団体登録制度を設けています。 
※市民活動事業補助金の申請にはこの団体登録が必要条件になります。 

 登録の流れ 団体登録の要件 

団体登録ができる団体は、下記の要件をすべて満たす団体です。 

□ 特定非営利活動促進法第２条第１項に規定する特定非営利活

動を行うもの、または NPO法人であること 

□ 構成員が５人以上であること 

□ 主たる事務所の所在地が市内にあること 

□ 活動区域が主に市内であること 

□ 入会に制限のない市民に開かれた団体であること 

□ 代表者及び運営の方法を会則、規約で定めていること 

□ 政治、宗教または営利を目的としていないこと 

□ 暴力団員等若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する

者でないこと 

特定非営利活動促進法第２条第１項に規定される特定非営利活動 

1．保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
2．社会教育の推進を図る活動  
3．まちづくりの推進を図る活動 
4．観光の振興を図る活動 
5．農山漁村または中山間地域の振興を図る活動 
6．学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
7．環境の保全を図る活動 
8．災害救援活動 
9．地域安全活動 
10．人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

 

①左記の要件を満たす団体は、下記の書類を協働推進課（本庁３Ｆ）に提出

してください。 

□申請書（協働推進課窓口または市ＨＰにあります） 

□団体登録簿 

□役員名簿（役員が 5 名以下の場合は会員の名簿） 

□規約、会則 

□活動内容が分かるもの（チラシ、総会資料、新聞記事等） 

※未成年者が団体の代表または役員になる場合は、当該未成年者が保護者

の同意を得ることを会則または規約に記載してください。代表者が未成

年者の場合は、保護者の同意書（任意様式）を添付してください。 

②市が提出された書類を審査し、登録の適否を決定します。 

③登録の適否を市から団体の代表者へ通知します。 

④登録された団体は市のＨＰに掲載し、提出していただいた登録簿は本庁
１Ｆ情報公開コーナーで市民の方に閲覧していただけるようになります。 

11．国際協力の活動 
12．男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
13．子どもの健全育成を図る活動 
14．情報化社会の発展を図る活動 
15．科学技術の振興を図る活動 
16．経済活動の活性化を図る活動 
17．職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
18．消費者の保護を図る活動 
19．前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に 
   関する連絡、助言または援助の活動  
20．前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または 

   指定都市の条例で定める活動 

 

≪申請・問合せ先≫ 

高山市役所 協働推進課 協働推進係 

TEL:０５７７－３５－３４１２ 

FAX:０５７７－３５－３４１４ 

MAIL:kyoudou@city.takayama.lg.jp 

登録ができない団体 

入会について住所地や各種条件など制限

がある団体、会員や構成員の為の活動を主

目的とする団体は対象になりません。

(例：町内会や長寿会、趣味のサークル   

などは対象外) 


